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★区間２

➣区間１から連続して北側を拡幅とすることで、影響

する物件数を少なくできることから、北側を拡幅する

ことが合理的である。

道路幅員の考え方

★区間３

➣鶴崎橋は簡易調査の結果、現橋を補強することで引き続き利用が可能と

考えられること、鶴崎橋東交差点では県道川添志村線へ右折する右折

レーンが必要となるが、現橋は右折レーン設置が可能な幅員があること

から、南側に新橋を設置することが経済的である。

（北側に新橋を設置する場合、右折レーンを含む３車線分の幅員の新橋が

必要となり、不経済となる。）

➣南側拡幅では、現道に隣接する公有地（公園用地）の活用が可能である。

★区間１

➣乙津橋の歩道橋が南側に設置されていること、簡易調査の結果、現橋を

補強することで引き続き利用が可能と考えられることから、新橋を北側に

設置することが合理的である。

（南側に新橋を設置する場合、現歩道橋の付け替えが必要となり不経済

となる。）

➣乙津橋から鶴崎駅入口間において既決の都市計画は現道の北側を拡幅

する計画となっていることからも、北側を拡幅することが合理的である。

国 道 197号 鶴 崎 拡 幅 （ 志 村 ～ 乙 津 間 4 車 線 化 ） の 考 え 方

乙津橋東交差点乙津交差点 鶴崎駅入口交差点

中鶴崎二丁目交差点

志村交差点

鶴崎橋東交差点

朱色部分は現都市計画決定から

広がる部分を示しています


